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I.はじめに

現在日本では,特殊教育から特別支援教育への移行

作業が進められている。これまでの特殊教育は,障害

の種類と程度に応じて盲・型・養護学校や特殊学級に

おいて教育を行う等により,手厚くきめ細やかな教育

を行うことを基本的な考えとしていた(文部科学省,

2003),そのた釧こ,通常の学級に多く在籍すると考

えられる学習障害(LD),注意欠陥障害(ADHD),

高機能自閉症により学習や生活についての特別な支援

を必要とする児童・生徒に対しては,適切な教育的対

応がされて来なかったという問題点がある。また,障

害のある児童・生徒たちが障害のない子どもたちとは

異なる場所で教育を受けることは,世界的な流れであ

るインテグレーションやインクルージョンの理念に反

するものであるという指摘も受けている。

今後日本で実施される特別支援教育とは,従来より

特殊教育の対象としてきた障害に加え,現在その対象

外のLD, ADHD,高機能自閉症も特別支援教育の中

でサポートされるべき障害とされ,さらに,障害のあ

る児童・生徒に対してその一人ひとりの教育的ニーズ

を把握し,彼らの持てる力を高め,生活や学習上の困

難を改善又は克服するために,適切な教育を通じて必

要な支援を行うものである(文部科学, 2003),

一方,特殊教育先進国であるアメリカ合衆国では,

既に1975年に制定されたThe Education for all Hand-

icapped Children Act (以下EAHCA)によって障害

のある児童・生徒に対する障害に応じた適切で無償の

公教育が保障され,さらに一人ひとりの教育的ニーズ
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Department of Speach-Language Pathology and Audiol-

ogy) (前所属:コロラド州アダムス郡教育局No.50)

に応じた教育サービスの提供がその法律の中で謡われ

た。そのEAHCAの理念は, 1997年に改正・制定さ

れた現行のThe Individuals with Disabilities Educa-

tionAct (以下IDEA)に脈々と受け継がれている。

また,アメリカ合衆国の特殊教育では, EAHCAが

制定された段階で,日本と比較してかなり広い範囲の

障害に対する教育的サービスを保障している。例えば,

特別支援教育の障害カテゴリーに加えられる予定の

LDに関しては,アメリカ合衆国ではEAHCAの制定

以降,教育現場で特別なニーズに応じた教育を施す必

要があると広く認識されている障害であり, LD児一

人ひとりの教育的ニーズに応じた教育が長年実施され

てきている。ただ,いかにしてLDの判定をするかに

ついては,明確な判定基準が整備されている現在にお

いても未だに議論の残るところであり,事実2004年度

には,連邦政府レベルでLD判定の抜本的改革が実施

される予定である。ちなみに著者の所屈していたコロ

ラド州では,特殊教育の範噂において, LDをPer-

ceptual or Communicative Disabilities (直訳すると

知覚またはコミュニケーションの障害,以下PCD)

と呼ぶ。以前,コロラド州教育局(以下CDE)はLD

を知的能力と学習獲得の差を通して特殊教育への適性

を調べた結果,指導力不足教員の授業を受けてきた児

童・生徒,英語を第二言語とする児童・生徒,そして

スローラーナ- (学習内容の習得に平均的な児童・生

徒よりも時間のかかる児童・生徒)等もLDと評価・

判定してしまうという問題点が表面化した。さらに,

当時のLD判定方法・基準では,個々の教育的ニーズ

を発見する重要な手がかりとなる児童・生徒の得意な

点,苦手な点についての情報がほとんど得られなかっ

た。そのため, LDと判定された児童・生徒に対する

適切な教授法,教育計画が確立されなかったのである。

その反省を踏まえ,コロラド州では学習障害のことを

LDではなく, PCDと呼び,従来の知的能力と学習獲
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得の差を見るだけでなく,児童・生徒の知覚プロセス

能力(聴覚,視覚,触覚プロセス等),コミュニケーショ

ン能力などを総合的に評価・判定を行い, LD児の特

殊教育への適性を判断することとなった。

本稿ではアメリカ合衆国の中でも特殊教育制度・判

定基準の制度等に先進的な取り組みを実施している,

コロラド州における障害判定から指導計画作成までの

概要を紹介することにする。

II.アメリカの特殊教育における「障害」とは

まず,アメリカ合衆国の特殊教育における「障害」

の意味について整理する。アメリカ合衆国における「障

害」の捉え方は, 1980年,世界保健機構(WHO)によっ

て提唱された「国際障害分類(ICIDH)」に準じている。

このICIDHとは,器質的,あるいは機能的なものを「障

害」と捉えていた従来の障害観とは異なり,どのよう

な段階で障害のある個人が日常生活において支障・制

約を受けているのかを明確に整理した分類法である。

この支障・制約を受けている段階には,以下に挙げた

器質・機能障害(Impairment),能力障害(Disability),

そして社会的不利(Handicap)の3つの段階がある。

手塚・加藤(2001)はこれらの段階を以下のように要

約している。

1)器質・機能障害(Impairment)

「心理的,生理的,解剖的な構造又は枝能のなんらか

の喪失又は異常」

2)能力障害(Disability;

「人間として正常とみなされる方法や範囲で活動して

いく能力の(械能障害に起因して起こる)なんらかの

制限や欠如」

3)社会的不利(Handicap)

「機能低下や能力低下の結果として,その個人に生じ

た不利益であって,その個人にとって正常な役割(年

節,性別,社会文化的など)を果たすことが制限され

たり妨げられたりすること」

日本の特殊教育では,児童・生徒に対する特別な配

慮や教育が果たして岩語質・機能障害(Impairment),

能力障害(Disability),社会的不利(Handicap)の

いずれに対するものなのか,明確にはされていないが,

アメリカ合衆国においては基本的に学習面に関する能

力障害に対するサポートが,特殊教育における特別な

配慮とされている。

例えば, ADHDや高機能自閉症の児童・生徒の場

合,もし学習面に問題がなければ,彼らに対して特殊

教育によるサポートは実施されない。そもそも学校と

は児童・生徒の学習を支援する場であり,その根幹的

な目標は児童・生徒に適切な知識・技術を教授するこ

とである。つまり,たとえ彼らにADHDや高機能自

閉症という器質・機能障害があったとしても,通常苧

級の中で学習面において十分にその能力を発揮してい

る,換言すれば能力障害がないのであれば,特殊教育

におけるサポートは必要ないと判定される。ただし,

彼らは必要に応じてソーシャルワーカーや学校心理士

等によるサポートを受けることができるので,児童・

生徒が特殊教育枠に入らないからといって,必ずしも

彼らが学校場面において何のサポートも受けられない

ということではない。

連邦教育法であるThe IndividtIals lvith Disabilities

Education Act of 1997 IDEA)では,特殊教育の対

象となる能力障害の柾頬が定められているが,実質の

ところ,その対象範囲は州にゆだねられているo　なお,

コロラド州では以下の能力障害のある児童・生徒が特

殊教育のサービスを受けることができる:イ)知的障

害(Significant Limited Intellectual Capacity),ロ)

情緒・感情障害(Signi丘cant Identifiable Emotional

Disability),ハ)学習障害(Perceptual or Commu-

nicative Disability or Learning Disability),ニ)聴

覚障害(Hearing Disability),ホ)視覚障害(Vision

Disability),へ)音声言語障害(Speech/Language

Disability),I)障害のある幼児(Prescllool Child

with a Disability),チ)身体障害:脳損傷,自閉性

障害,その他の身体障害(Physical Disabilities:

Traumatic Brain Injury, Autism, Other Physical

Disability),リ)重視障害:盲聾,知的障害を含む重

複障害(Multiple Disabilities: Deaf-Blind, Multiple

Disabilities with Cognitive Impairment) (CDE,

2001)。

班.アメリカの特殊教育に関連する法律

1. Section 504 of the Rehab‖tationAct (Section 504)

1 ) Section504とは

1973年に制定されたSection 504は,この法律によっ

て認定された特定の障害のある個人を,その障害が原

因で受ける不利益や差別から守るための連邦公民権法

である(Rothstein, 1990)この法律はアメリカ合衆

国の政府機関等から補助金を受ける企業や団体すべて

に対して,障害のある個人が経験する可能性のある不

利益や機会の不平等・差別からその個人を保護するこ
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とを要求している。これらの企業・団体は多くの病院

や老人保健施設,精神保健衛生センターやその他福利

厚生に関わる団体・機関を含む　Section504は,企

業や団体が,障害のある個人をプログラムの利益や

サービスの享受を否定することや対象外にすることを

禁止している。つまり,この法律は障害のある個人が,

あらゆる公的・私的プログラムの利益やサービスに参

加,またはアクセスできることを明示している。

2)誰が不利益や差別から守られるのか

Section 504はその法律によって認定された障害の

ある個人の人権を守る。この法の中で定義されている

障害のある個人とは,身体的,または精神的な障害が

あり,その障害が明らかに一つ以上の主たる日常生活

動作に支障をきたすと認定される者である。また,覗

在日常生活動作に重大な支障をきたすと認定される身

体的,または精神的な障害のある個人のみならず,そ

の経歴や可能性のある個人もこれに含まれる。主たる

日常生活動作とは,身辺整理,歩行,見ること,聞く

こと,話すこと,呼吸すること,仕事をすること,そ

して勉強・学習すること等,毎日の生活に欠かせない

行動のことである。

たとえ薬品,人,または機器による按助があるにせ

よ,主たる日常生活動作を明らかに限定してしまう器

質・機能障害の例としては,エイズ,アルコール中毒,

盲または視覚障害,症,嬰または聴覚障害,糖尿病,

薬物中毒,心臓病,精神障害等がある。

3)教育とSection 504の関係

上述したとおり, Section504とは,障害のある個

人の器質・機能障害(Impairment)を軽減し,その

障害のた釧こ経験する,学校・職場等における不利益

をなくすことを主要な目的とする連邦公民権法であ

る。学校は器質・機能障害のある児童・生徒に対して,

彼らが学校で充分に機能し,実力を発揮できるための

補助具を購入しなければならない。ただし,州や合衆

国政府からの資金援助は無く,予算は各教育局及び学

校の通常学級に対する予算の中で準備する。

2. TheAmericans with DisabilitiesAct of 1990 (ADA)

ADAとは,障害者の社会的不利(handicap)をな

くし,社会参加を促すことを主要な目的とする連邦公

民権法の一つである。この法律は,就職,公共サービ

スの享受,交通アクセス,そしてコミュニケーション

において,障害のある人が差別・不利益を受けること

を禁止している(Keyale, 2000)

この法律により,障害のある児童・生徒はその障害

により通学に困難をきたす場合の学校までの交通アク

セスや卒業時の就職アクセスが保障されている。

3. The Education forAll Handicapped Children Act

of 1975 (EAHCA)

1) EAHCAとは

この法律は,すべての障害のある児童・生徒に無償

で適切な公教育を保障し,公教育による特殊教育やそ

の関連サービスが障害のある児童・生徒個々のニーズ

に合致すること,そして彼らの人権やその保護者の人

権を守ることが目的である。また,州やその他の地方

公共団体が,障害のある児童・生徒に適切な教育を提

供したり,彼らに対する教育効果を評価したり,特殊

教育スタッフに適切なアドバイスや研修を実施するこ

ともこの法律の目的である(Rothstein, 1990)。

無僻で適切な公教育とは,以下に挙げる特殊教育や

その関連サービスである。それは,イ)公立学校の烈

用でサービスが提供される。つまり,本人や保護者は

無料でサービスを受けられる,ロ)州教育局の基準に

合ったサービスを受けられる,ハ)そしてそのサービ

ス州内の保育所,幼稚園,小学校,中学校,高校等で

提供される。 (Levine and Wexler, 1981)

個別教育プログラムとは,障害のある児童・生徒,

教員,そしてその児童・生徒の保護者個々のニーズに

合致するための教育を施す地方の教育委員会や州の教

育局によるミーティングによって作成される,障害の

ある児童・生徒のための個別教育計画である。その計

画には,以下の内容が記載されなければならない。イ)

児童・生徒の教育パフォーマンスレベルの記述,ロ)

短期指導目標を含めた年間目標の記述,ハ)その児童・

生徒に施される個々のニーズに応じた教育サービスの

記述と彼らが通常学級の中で他の児童・生徒と同等に

参加できるようになるための調整や配慮の記述,ニ)

特殊教育サービス開始,終了予定日程の記述,ホ)過

切な短期指導目標達成の基準や評価方法とそれらの短

期目標が達成されたかどうかを判定するための最低年

1回(通常年4回)の評価スケジュールの記述(CDE,

2001 0

2) EAHCAの功績と問題点

EAHCAはアメリカ合衆国の特殊教育制度に大きな

功続を残した。この法律が制定される以前,アメT)カ

合衆国の特殊教育は以下の問題を抱えていた。イ)障

害のある児童・生徒の教育ニーズとプログラムが合致

していなかった,ロ)障害のある児童・生徒の半分以

上が適切な教育サービスを受けていなかった。また,
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障害のない児童・生徒と同様の機会を持つことができ

なかった,ハ)約100万人の障害のある児童・生徒が

全く公教育から除外されていた,ニ)障害のある児童・

生徒の家族は特殊教育プロセスの外に追いやられ,す

べての判断は学校にゆだねられ,保護者には意見を述

べる機会がなかった,ホ)学校は地域と離れた場所に

あった,へ)多くの場合,子どもに特殊教育を受けさ

せるため,家族には多くの経費がかさんだ.

このようにEAHCA制定以前のアメリカ合衆国の

特殊教育は多くの問題を抱えていたが,この法律に

よって障害のある児童・生徒やその家族に無料で適切

な教育を受ける機会が与えられ,彼らに顕著な教育的

効果が現われた。しかし,障害のある児童・生徒に対

する教育的効果の期待度が低い(もっと子どもは伸び

るはず),効果的ではない目標を設定する(この子ど

もに本当に必要で適切な目標なのか),家族の役割が

少ない(家族・保護者の権利が充分に生かされていな

い),専門家間の協力体制が乏しい,インクルージョ

ンの流れの中,通常学級の中で教育される特殊教育対

象児童・生徒の予算や補助金配分が,特殊学級の中で

教育される児童・生徒に対する予算・補助金配分より

も少ない等の問題があった。

4. The Individuals with Disabi一ities Education Act of

1997 IDEA

これらEAHCAの問題を解決するため, 1997年に

改正・制定されたのがIDEAであるIDEAの目的は,

能力障害(Disability)のあるすべての児童・生徒が

その障害を軽減・克服し,将来社会において桜台旨する

ため,無位で適切な教育を受ける権利があることを明

確にすること,障害のある児童・生徒,そしてその保

護者に与えられたあらゆる権利を明確にすること,そ

して障害のある児童・生徒の教育を行う州,那,学校

等を支援することである(Kayale, 2000)。この法律は

partAからPart Dの4部構成であるが, Part Bと

Part Cが教育現場において后も重要であるPart Bは,

機能障害のある学齢期の児童・生徒(3歳以上最長21

歳まで)に実施されるIEP (Individualized Education

Plan/Program)について,そしてPart Cは,械能障

害のある乳幼児(0-2歳)に実施されるIFSP (Indi-

vidualized Family Service,/Support Plan/Program)

についての記述である。

IDEAは,公立学校に対して,できるだけ制限のな

い環境の中で,障害のある児童・生徒のニーズに対応

した無償で適切な公教育を提供すること,そして障害

のある児童・生徒に適切な個別教育プログラムまたは

計画(以下IEP)の作成をすることを求めている。

IEPに反映された個々の特殊教育やその関連サービス

内容はそれぞれの児童・生徒の教育的ニーズに合致し

たものでなくてはならない。またIDEAは, IEP作成

のための適切な方法を定めている。児童・生徒のIEP

は,正確な知識を持つ者によって構成されるチームに

よって作成されなければならない。そのチームには,

その児童・生徒の保護者,児童・生徒本人(適切であ

ると認められた場合O通常14歳以上の本人はIEPチー

ムに参加),学級担任,教育委員会の特殊教育責任者,

特殊教育スタッフ,そして保護者や教育委員会が要

求・承認した個人である(CDE, 2001)。

もし,保護者が特殊教育スタッフによって提案され

たIEPに同意しない場合,彼らは聴聞会や州教育局

によるIEPの再検討,外部機関よる判定・評価のや

り直しを要求・実施することができる。また彼らは,

州教育局の決定に不服の場合は州や連邦裁判所への訴

訟を行うこともできる(CDE,2001)。

IV.コロラド州における特殊教育判定プロセス

1.一般的な障害判定のプロセス(図1参照)

1 )第一段階一校内委員会における"Preィeferral

Meetingまたは教育委員会障害判定チ-A"Child
FindTeam　における話し合いの実施

特殊教育判定プロセスの第一段階は,保護者,ある

いは通常学級担任による児童・生徒に関する懸念や心

配事の話し合いである。例えば計算が苦手である,読

みが苦手である,落ち着きがないなどの心配事を持つ

児童・生徒についての話し合いである。これには二通

りある。一つは,心配事のある保護者ないし学級担任

が学校内に設置されている校内委員会に心配事を持ち

込み,まず通常学級の中でその心配事に対してどのよ

うな援助ができるかを話し合うことである。この話し

合いをPre-referral Meetingと呼ぶ。このミーティン

グは,校内委員会の一つであり,基本的に特殊教育ス

タッフは関与しない。つまりこのPre-referral Meeting

は特殊教育プロセスではない。学級担任や保護者は,

このミーティングの中で決めたその児童・生徒に対す

る調整や配慮(例えば小グループの中で学習させる,

なるべく絵や図を多く提示して指導するなど)を教室

の中で実行し,その効果を最低数ヶ月経過観察する。

もう一つは,教育委員会内に設置されている障害判定

チーム"Child Find Team"の巡回相談-心配事を持
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図l.コロラド州における特殊教育の流れ(CDE,2001 :川合訳)

ち込む方法である。 "Child Find　は特殊教育スタッ

フで構成されるチームで,主に夏期休暇など長期休暇

中に行われる相談事業で,チームが各学校を長期休暇

中,あるいはリクエストがあった場合に巡回し,相談

事業や障害の評価・判定を行うものである。

2)第二段階- Referral Meetingの実施

pre-Referral Meeting後の経過観察の結果,調整や

配慮の教育効果が現われた場合,それを継続させる。

しかし経過観察の結果,効果が現われなかったと認め

られた場合,新たに話し合いを行う。これがReferral

Meetingと呼ばれるものである。このミーティングで

は,これまで話し合われた内容,実施してきた調整や

配慮を検証し,通常学級の中で,その子どもの能力を

高めるための新たな調整や配慮,指導方法の変更等が

ないかどうかを話し合い,通常学級の中で実施可能な

内容であれば再度新たな調整や配慮の実施,そして経

過観察を行う。参加者は保護者,学級担任, Pre-

ReferralTeamのメンバー,そして特殊教育スタッフ

である。ミーティングの結果,特殊教育における教育

が児童・生徒にとって有益であるという全員一致の同

意があれば,次の段階,障害の評価の段階へと進む。

3)第三段階一評価・判定の実施

評価の段階では,特殊教育スタッフはまず,誰が,

どのような検査・評価を行うかについて話し合う。例

えばLDが疑われる児童・生徒の評価を行う場合,学

校心理士または臨床心理士がIQ検査を,特殊教育教

員が学習面の検査及び評価を,言語療法士が言語検

査・評価を実施するといった具合である.検査・評価

に携わったスタッフは,個々に,また時にはミーティ

ングを行いながら評価・検査の分析を行い,その結果

をIEP Meetingにおいて保護者,学級担任等に報告

する.

2. LD児の判定

LD児の判定は,基本的に特殊教育教員と学校心理

士または臨床心理士によって行われる。ただ, LD児は

言語面にも障害があることが少なくないため,結果的

に言語療法士も判定プロセスにかかわることが多い。

以下の記述がCDE (2001)により推奨されるLD

児評価・判定のアプローチである。 LD児の特殊教育

入級基準は顕著なプロセス障害(Processing Disabil-

ity)の証拠と学習面に大きな影響を及ぼすプロセス

障害の重大性を計るコロラド州LD判定回帰式(Colo-

rado Regression Formula)によって判定される。判

定に必要になる情報とは,イ)児童・生徒の聞く,考

える,注意を向ける,話す,読む,書く,綴り方
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(spelling),計算などに困難のあるプロセス障害の証

拠,そしてLD判定回帰式による, IQ検査と学習能

力標準検査の二者間の顕著な差の算出の二つである。

1)プロセス障害

LDを評価・判定する際,プロセス障害が学習困難

に影響を与えているという証拠がなくてはならない。

CDE (2001)は,以下のプロセス障害を証明するた

めの標準化および非標準化アセスメントの実施が不可

欠であると述べている。

(1)知覚プロセス(Perceptual Processing)

児童・生徒が以下の領域で,少なくとも一つ以上の

顕著な困難を示している場合,知覚プロセス障害の可

能性が高いo　イ)視覚プロセス(Visual Process-

ing) :視覚弁別(Discrimination),視覚による配列

(Sequencing),視覚による探知(Tracking),囲と地

の弁別(Figure-Ground Spatial),ロ)聴覚プロセス

(Auditory Processing) :聴覚弁別(Discrimination),

聴覚による配列(Sequencing),聴覚による探知

(Tracking),ハ)音韻プロセス(Phonological Pro-

cessing),ニ)時間知覚プロセス(Temporal Pro-

cessing),ホ)筋肉運動プロセス(Kinesthetic Pro-

cessing),へ)触覚プロセス(Tactile Processing),ト)

空間知覚プロセス(Spatial Processing)

(2)言語プロセス(Language Processing)

児童・生徒が以下の領域で,一つ以上の顕著な困難

を示している場合,言語プロセス障害の可能性が高い。

イ)音韻の気づき(Phonemic Awareness),ロ)意

味理解や語重力(Semantics/Vocabulary),ハ)語免

検索力とその流暢性(Rapid Naming/Word Retrieval,/

Fluency),こ)統語や語の配列,文章の複雑さ

(Syntax/Sentence Complexity),ホ)比職の理解

(Figurative Language),へ)聴覚理解と記憶(Lis-

tening Comprehension and Memory),ト)構文(Text

structure),チ)語用(Pragmatics),リ)メタ言語

能力(Meta-linguistic Abilities)

(3)認知プロセス(Cognitive Processing)

児童・生徒が以下の領域で,一つ以上の顔著な困難

を示している場合,認知プロセス障害の可能性が高い。

イ)注意(Attention),ロ)記憶:短期,ワーキング,

長期(Memory: Shorトterm, Working, Long-term),

ハ)認知プロセスの速度(Speed of Processing),ニ)

遂行機能:問題解決能力,情報整理能力,計画能九

スキルの般化,メタ認知スキル(Executive Function:

Problem Solving, Organizing, Planning, Generaliza-

tion of Skills, Metacognitive Skills),ホ)社会や身の

回りの認識(Social Cognition)0

2)プロセス障害が学力に与える影響

プロセス障害があるからといって必ずしも特殊教育

の対象となる訳ではない。プロセス障害に加え,その

障害が学力に悪い影響を顕著に及ぼしているという証

拠を掴まなければならない。以下に記述される分野に

プロセス障害が影響を与えている場合,個に応じた教

育を行う必要がある(Kaylane, 2000)

(l)読み:復号化(Decoding)

復号化(Decoding)とは,印刷及び筆記された文

章を読みや音声へと置き換える過程,特に印刷及び筆

記された文章から話しことばへの置き換えのことをい

う(Sattler, 2000)人は文章をまず記号群として認

識し,その記号群を個々の記号へと分割するた釧こ,

音韻と言語の文法的知識(音節,語根,接辞など)を

使用する。最近の研究では,単語レベルでの役号化能

力を自動的にできるようになるまで読みの力を伸ばす

ことは,流暢な読みや読解能力を促進させるために最

も有益であると述べられている。復号化能力は音韻の

気づき(Phonemic Alvareness)やアルファベット

要素の初歩理解など,多くのプロセスに依存しているO

語衆力言吾桑検索力(Rapid Naming)や,文字パター

ンと読みパターンを関連付ける能力等といった初歩の

言語学的気づき(Linguistic Alvareness)など,他の

様々なプロセスの役割については現在研究されている

ところである。正しく,そして効果的に復号化するこ

とのできる能力は,読み能力を成功頁に獲得するため

の主たる要因となる。自動的に解読するスキル発達の

障害は,読み障害や,時にはプロセス障害が既著に関

係している。読みを苦手とする児童・生徒に対する解

読の指導法は,系統的に構成され,かつ聴覚のみに依

存せず,視覚や触覚等を同時活用する多感覚法(Mul-

tisensory Approach)による指導が,最も大きな効

果を発揮する。児童・生徒に最も効果的な読み方法に

ついては現在研究が進められている。

(2)読み:理解(Comprehension)

読みの理解(Comprehension)とは,復号化され

た文章の内容や意味を理解することである。復号化段

階を越えて,文章からの意味を理解する能力には,単

語の知識,文法理解,単語や句,助詞の同時理解が求

められる(Sattler, 2000)

文章の理解とは,文章の意味理解(どのような事が

書かれているかを理解すること),文章の内容認識(杏

かれている情報の分析や操作,事前に入手した知識や

日常生活の中で得た経験と文章の内容を関連づけるこ
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と),理由づけ(書かれている情報と経験や理屈,原理,

法則等を合わせて結論づけること),そして読んで理

解した情報を批評することである。

読み理解の田難さの出現は,以下の理由によると考

えられる。すなわち,イ)弱い復号化能力,ロ)文革

へ注意を向けることの困難さ,ハ)短期・長期記憶の

間鼠　ニ)知識や経験が限られていること,ホ)高次

レベルの言語発達(意味や文法の発達,高レベルの語

重力やさらに複雑な構文能力)に困難を示すこと,へ)

言語プロセスの正確さや速度の低さ,ホ)文章を復号

化し,視覚化して内容を理解するスキルが限られてい

ること,チ)そして読んだ情報から概念を形成したり,

想像を膨らませたりする能力を含む,広範囲にわたる

言語プロセスの困難さである(CDE, 2001)c

現在の研究では,読み理解方法の直接的指導と,児

童・生徒が他人を頼らずに自主的にそして定期的に読

苔をする習慣を身につけるよう,指導者がサポートす

ることによって読み理解能力は向上するとされている。

(3)書きことば(Written Language)

古きことばとは,人間が直面する最も複雑な言語タ

スクである。古きことばは,手書き(Handwriting),

綴り方(Spelling),そして単語や助詞等の組み合わ

せによる構文形成など多くの基本的なタスクの摂み重

ねである(Sattler, 2000)さらに,これらの基礎ス

キルはより複雑な構文形成や段落作成等の要素と統合

される。書きことばの発達は,子ども時代から大人に

なるまでの継続的な長い学習プロセスである。

児童・生徒は書きことばスキルの発達段階において

基礎的な段階,あるいは複雑なスキル獲得段階におい

て困難を示す可能性がある。書きことばの研究は読み

の研究ほど進んでいないのが現状である。しかし近年

の研究では,構文能力の発達プロセスについて,児童・

生徒が直接指導を受けた時,そしてその指導が系統的

なステップを踏んだアプローチであれば,その児虫・

生徒の構文能力が上達することを示している。また,

児童・生徒は,数多く練習していくことにより,スキ

ルをさらに向上させていくことができる。

(4)算数計算(Math Computation)

算数計算(Math Computation)には,数を数える

知識,ワーキングメモリー(Working Memory),敬

を数える速度,そして適切な公式を検索し,それを適

切に使用する能力を含む様々な算数計算に関する知識

が関与している(Sattler, 2000)

算数計算スキルの挫折は意味記憶(Semantic

Memory)の困難,算数公式や概念検索の困難,解答

を導き出すプロセス整理の困難,あるいは視覚的空間

認知の困難が関連している傾向がある。算数障害の研

究は読みの研究ほど進展していないが,計算に問題の

ある児童・生徒に対しては,給を用いた具体的な指導

法から抽象的な指導法へと徐々に進展していく直接的

な指導が有益であると指摘されている。

(5)算数文童題の理解・推論・解答(MathRea-

soning)

文章題の理解.推論・解答には,算数の基礎概念と

さらに複雑な概念の理解,そしてこれらの概念を様々

な状況で使用できる能力の全てが関与している(Sattler,

2000)。文章題の理解や推論には深い言語能力が要求

されるため,この能力には読み理解スキルと聴覚理解

スキルが要求されるO　文章題の理解・推論・解答の困

難さは算数概念形成の困難さ,言語プロセスの遅れや

障害,そして視覚情報の利用や操作の困難に起因する

と考えられる。現在の算数研究は,算数教育で力をい

れなければならないのは,算数概念形成と自動的で機

械的なすばやい計算能力・解答能力の獲得,そして具

体的なものから抽象的なものへと段階的に指導技法を

変化させていくことであると指摘している。

3)コロラド州LD判定回帰式(Colorado Regres-

sion Formula)

コロラド州は知的能力と学力間の顕著な差の有無を

判定するLD判定回帰式を作成した。コロラド州の公

式は,知的能力と学力の問に1.75標準偏差(以下SD)

以上の差がある場合,両者の得点問に有意な差がある

としている(CDE,2001)。ただし,この公式の信頼

性と妥当性を確かなものにするため,標準検査は平均

が100点でSDが15の形式のものを使用しなければな

らない。その他の方式や分布の標準スコアを持つ検査

用具はコロラド州の数的LD判定には適切ではない。

添付資料としてLD判定公式を基に作成された早見表

の一部を掲載する(表1)。早見表の見方は以下の通

りである。

(1)表の左側の欄は児童・生徒の全体的な知的能力

を表すIQ得点である。通常LD判定回帰式には全IQ

得点が使用される。

(2)表の右側の欄は切り離し点数(CutoffScore)

である。児童・生徒の解読能力,読み理解,

あるいは算数能力の得点が,この切り離し点数また

はそれよりも低い場合,その児童・生徒は特殊教育

サービスを受けることが望ましいと判定される。例え

ば,もし児童の全IQ得点が105の場合,早見表左側

の欄から105の部分を探す。次にその右側の切り離し
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表1.コロラド回帰式早見表(CDE,2001)

全lQ 切 り離 し点 数

I .'O 9 3

1 1 9 9 2

一一8 9 2

日 7 9 1

日 6 9 1

日 5 9 0

日 4 8 9

日 3 8 9

l l ' 8 8

1日 8 7

1 1 0 8 7

ー0 9 8 6

1 0 8 8 5

1 0 7 8 5

1 0 6 8 4

0 5 8 3

0 4 8 3

10 3 8 2

10 ? 8 1

ー0 1 8 1

10 0 8 0

9 9 7 9

9 8 7 9

9 7 7 8

9 6 7 8

9 5 7 7

9 4 7 6

9 3 7 6

9 2 7 5

9 1 7 4

9 0 7 4

8 9 7 3

8 8 7 2

8 7 7 2

8 6 n

8 5 7 0

8 4 7 0

8 3 6 9

8 2 6 8

8 1 6 8

8 0 6 7

7 9 6 6

.'8 6 6

7 7 6 5

76 6 5

75 6 4

74 6 3

73 6 3

72 6 2

7ー 6 1

70 6 1

点数を見るIQ105の切り離し点数は83である。もし

この児童がLDとして特殊教育のサポートが望ましい

と判定されるのは, 83またはそれ以下の標準検査によ

る学力得点が得られた場合である。 LD判定回帰式の

使用に際しては,標準化されてない検査や評価,通常

学級における観察,そして家族へのインタビューも補

助評価として標準検査とともに実施されなければなら

ない。さらに,プロセス困難・障害の証拠も文書で提

出しなければならない。

3.音声言語障害児の判定

音声言語評価の目的は,児童・生徒の音声言語能力

が特殊教育やその関連サービスに適格かどうかを判

定するために,器質的・機能的な音声言語障害やその

障害を起因とする教育パフォーマンスへの影響,普

声言語標準検査の得点　児童・生徒のコミュニケー

ション行動を記録・記述することにある(Keyserand

Sweetland, 1994)。コロラド州で特殊教育の対象とな

る音声言語障害は,構苦障害(Articulation Disabilト

ty).流暢性障害(Fluency Disability) ,音声障害(Voice

Disability),言語機能障害(Functional Language

Disability),そして言語障害(Language Disability)

の5種類である(CDE, 2001)c

音声言語評価を実施するにあたり言語療法士はま

ず, "Child Find"やその他特殊教育チーム,保護者

からの生育環境・生い立ちや現在の情報,そして通常

学級や運動場,体育錯,音楽室などの場面におけるそ

の児童・生徒のコミュニケーションニーズに関する情

報を獲得しなければならない.そして言語療法士はそ

の児童・生徒に知的能九　運動能力,視覚,あるいは

聴覚の問題がある可能性のある場合は,他の特殊教育

スタッフと連携し,チームによる評価・判定を実施し

なければならない。さらに,必要に応じて,通常学級

やその他の教育場面における児童・生徒のコミュニ

ケーション能力や知覚困難を判定するために,児童・

生徒に直接インタビューを行うO　また,聴覚障害が結

果的に音声言語障害の原因になっているかどうかを判

定するための聴力検査やテインパノメトリーによる評

価の更新実施,口腔内の構造や機能が音声言語障害の

原因になっているかどうかを判定するための口腔内評

価・検査の実施,通常学級やその他の教育場面におけ

る児童・生徒の観察の実施,構造化されていない状況

の中での標準化されていない形式による様々なコミュ

ニケーション行動のサンプルの収集も実施する。もち

ろん必要な標準検査の実施も欠かせない。

CDE (2001)は,音声言語評価のデータとそのデー

タを他のチーム構成員と共有するために,以下の方法

を推奨している.イ)児童・生徒の標準検査の得点平

均を比較するために,得点は正確で首尾一貫した形式

でなければならない。このために平均100点でSD15

をベースとした標準検査の使用が推奨される。もし水

準が合衆国標準のノームサンプル以外を水準とする場

合,その検査の使用者はそれを数的検査の結果として

レポートすること,つまり得点のみを報告することが

適切かどうかを考慮しなければならない。もし適切で

ないと判断すれば,数的評価に加え,必要に応じて文

書による質的評価も実施することが求められる。ロ)

音声言語に障害がある児童・生徒は,標準検査得点が,

平均よりもSDが1.5以下の場合(7パーセンタイル),

特殊教育における音声言語分野のサポートを受けるこ

とが望ましいとされる。この切り離し得点は理解言語,

表出言語,標準検査全体の得点等といった複合得点
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(Composite Score)のみに通用される。たとえ個々

の下位検査得点(Subtest Score)がこの基準に達し

ているとしても,その下位検査得点のみにより障害の

有無を判定することはできない。ただ,標準検査の校

合得点だけを見て特殊教育入級判定を行うことは危険

である。まず,この得点の低さがその児童・生徒の教

育パフォーマンスに著しい影響を与えているという証

拠や生育歴等の情報が含められなければならない。次

に,検査の測定誤差も考慮に入れられなければならな

い。誤差は標準検査のマニュアルに記載されているか,

そのマニュアルに記載されている計算式を用いて算出

することができる。ハ)標準検査の得点は,一定の誤

差を含んでいるため,得点を改ざんすることや,その

得点が児童・生徒の機能を完壁に反映しているものと

理解することは避けねばならない。ニ)標準検査の結

果は,専門用語の羅列ではなく,保護者や学級担任に

も理解されるように説明しなければならない。ホ)揺

準検査の一部を使用する場合やその検査を対象年齢外

の児童・生徒に使用する場合は,水準と比較して標準

得点を算出することはできないものの,その児童・生

徒の言語能力の質的な情報を得ることができる場合が

ある。この場合,テスト結果は数値で表示されるので

はなく,文章によって明確に説明されなければならな

い。へ)複数の異なる検査得点を基に障害の判定を行

う場合には,細心の注意を払わねばならない。それぞ

れのテストには異なるノームプサンプルがあり,測定

誤差も異なるためである。ト)児童・生徒の有意に低

い標準検査得点は,決して低得点を獲得した分野の能

力に恒久的で将来発達不可能な能力の欠損・欠如が得

点に反映されているわけではない。この得点は,その

検査が行われた時点でのその児童・生徒の能力であ

り,学習することによってその実力を伸ばすと考えな

ければならない(Hammill, Brown, and Bryant, 1992)

V.個別教育プログラム(計画) (lEP)の作成

1.個別教育プログラム(計画) (以下IEP)とは

IEPとは,学校の特殊教育スタッフと障害のある子

どもの親とで構成されるチームによって作成される3

歳から最長21歳までの障害のある児童・生徒のための

プログラムである。このプログラムでは,児童・生徒

の学習目標やそれらの目標を達成するための具体的な

指導方法について,個々の教育的ニーズに応じた詳細

な教育計画が練られる(Kayale, 2000)。

IEPには,イニシャル(initial),アニュアル(annual),

トライエニアル(triennial)の3種類のミーティング

がある(図1)。イニシャルとは,初めて特殊教育に

入級する可能性のある児墓の評価と判定,そして今後

の教育方法等について話し合うミーティングである。

このミーティングは,先述したReferral Meetingの

後に行われるもので,特殊教育スタッフによる充分で

適切な評価・判定が行われた後に実施されるミーティ

ングである。アニュアルとは,一年ごとに更新される

ミーティングである。このミーティングでは児童・生

徒に顕著な進歩,後退,新たなる障害が判定される可

能性のある場合以外は基本的に新たな評価・判定は実

施しない。前回のミーティングから一年間にどれほど

その児虫・生徒が進歩したか,また今後の課題は何か

について話し合い,その後,新たな年間目標設定,そ

の目標を達成させるための教育計画・方法などについ

ての話し合いが行われる。トライエニアルは基本的に

3年に一回実施されるミーティング(保護者の要求や

特殊教育スタッフが必要と考えればその限りにあら

ず)で,イニシャルの場合と同様,特殊教育スタッフ

は必要なすべての評価・判定を行い,ミーティングで

その結果を公表する。このミーティングの第-の目的

は,特殊教育サービスを受けている児童・生徒がその

サービスを継続して受ける必要があるかどうかを評価

することである。一方,評価・判定の結果,その児童・

生徒が特殊教育サービスの必要性がないと判断された

場合,その児童・生徒は通常学級のみで教育を受ける

ことになる.但し,もしその児童・生徒が後に心配事

が出た場合,再び特殊教育判定のプロセスをたどるこ

とができる。評価・判定の結果,その児童・生徒がサー

ビスを継続して受ける必要があると判断された場合,

新たな年間目標の設定・教育方法の話し合いが行われ

る。

IEPとは1年間の長期計画である。プログラムの具

体的な内容は,特殊教育スタッフの指導計画のみなら

ず,学級担任の指導計画にも含まれる。それぞれの児

童・生徒は個別の教育ニーズを持っており,その教育

ニーズは,生徒・児童が学校場面においてできるだけ

効果的に機能できるように注意深く計画されなければ

ならない。インクルージョンの理念により,このlEP

は通常学級における教育計画と対応している。

児童・生徒のプレースメント(Placement)は彼ら

のニーズによって異なる。特殊教育へ入級する可能性

のある生徒は,イ)通常学級と通常学級におけるプロ

グラムの調整,ロ)通常学級,通常学級におけるプロ

グラム調整,そして特殊教育スタッフによる教育的サ
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ポート,ハ)一日のうち一定時間を通常学級で,その

残りの時間を特殊学級で過ごす,二)特殊学級の教員

や児童・生徒の教育的ニーズに応じたその他関連分野

の教育スタッフのサポートを直接的,間接的に受けな

がら特殊学級で過ごす,ホ)児童支援施設や更正施設,

宿泊施設付きの教育プログラムにおける,様々なス

タッフによる治療やサポート等,様々な種類のプレー

スメントが考えられる。どこに児童・生徒をプレース

メントするかに関わらず,彼らはIEPの恩恵を受け

ることができる(Sattler, 2000)

2. IEPの内容

IEPの内容は州や地方によって多少異なる。しかし,

ほとんどの州・地方で求められるIEPは以下のもの

を含む(CDE, 2001)。イ) IEPは生徒のプレースメ

ントが有効になった日に実施される。ロ)保護者や14

歳以上の生徒の承諾サインも, IEP実施には欠かせな

いものである。ハ)必要に応じて,健康問題も記述さ

れる。児童・生徒が学校で適切に機能するために必要

な補助・援助機器があれば, IEPの中に記述しなけれ

ばならない。また,その機器はSection504により,

その児童・生徒が所属する教育委員会や学校が購入ま

たは貸出ししなければならないとされている。その機

器を使った年間指導目標はIEPの中に含めなければ

ならない。その他,車椅子や摂食時に必要な特殊な椅

チ,歩行器等,学校で学習するために毎日必要となる

械器は,すべて公立学校が支給または貸与しなければ

ならないO　こ) IEPが有効である期間に,例えば言語

療法士(Speech-Language Pathologist)や視覚専門

衣(Vision Specialist)など,どのような特殊教育ス

タッフが児童・生徒に関わるかを記述しなければなら

ない。ホ)カリキュラムの調整や配慮はIEPの中に

記載しなければならない。へ)児責・生徒が受けるサ

ポートの時間もIEPの中に記載される。例えば,体

育や理科,社会,美術,音楽の時は通常学級の中で学

習し,国語と算数のうち30%に相当する時間は特殊学

級の中でサポートを受ける,または毎日20分間国語に

ついて,特殊教育におけるサポートを受けるという書

き方である。ト) IEPには,児童・生徒の短所や苦手

な分野の記載のみならず,彼らの長所や優れた能力,

興味のあることや得意なことも記載しなければならな

い.これは,その児童・生徒のIEPを作成する際に,

モチベーションを与えながら指導することができ,ま

た,得意なことや興味のあることを知っておくことで,

それらを生かしながらプログラム作成をすることがで

きるという利点がある。チ)標準検査や評価の結果や

得点はすべてIEPプロセスの中で明らかにされなけ

ればならない。もし,評価・判定プロセスの中で学年

レベルを測定するその他の検査が使用されたとすれ

ば,その得点もその検査が実施された日埠も含めて記

述されなければならないOリ)調整,配慮やその他付

加的サポートが求められる教科は,そのサポート内容

を含めて記述されなければならない。ヌ)学年レベル

も含められなければならない。もし児童・生徒が算数

以外はすべて学年レベルである場合,算数のニーズを

lEPに記述しなければならない。ル)年間目標や目標

達成の予測,つまり,いかにしてその生徒がE]標を達

成するか,あるいはいかにして指導者は,その児童・

生徒の目標到達までの道のりを築くか,について記載

しなければならない。ヲ)評価・判定のコメントは年

間を通じ,必要に応じて書き加えられなければならな

い。なぜならIEPは常に変更・更新可能な「生きた」

書類だからである。コメントは,何らかの要因や方策

がIEPにおいて機能していないという郡実や,その

子どもがより上達するための助言等が古き加えられる

場合がある。ワ)保護者や児童・生徒はIEPのコピー

を所持しなければならない。また,原本は教育委員会

に,もう一つのコピーは学校の,安全で斑がかかる場

所に保管されなければならない。

3. IEPの年間目標と短期目標

IIiPの年間目標は以下の基準に基づいて作成しなけ

ればならない。イ)現実的であること,ロ)児童・生

徒が達成することのできるもの,ハ)測定可能なもの,

ニ)ある程度子どもにとって挑戦的なもの(CDE,

2001)。

年間目標を設定する前に,特殊教育スタッフはまず

児童・生徒の現在のパフォーマンスレベルを適切な検

査・評価手段を使用して測定・判定しなければならな

い。教育的ニーズは明確にそして詳細に定義づけされ

なければならない(Kayale, 2000)年間目標を設定

する際,まずその児童・生徒が通常学級の中でその目

標設定ができるかどうかを考えなければならない。な

ぜなら,通常学級が最も制約を受けない,自然な学習

環境であり,最もインクルージョンの理念がかなった

場であるからであるIEPの年間目標は,通常学級の

活動やスケジュールと協調したものであり,かつ通常

学級のカリキュラムに沿ったものでなければならな

い。

年間目標が設定された後,チームはその児童・生徒
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が目標達成するためにどのようなサポートを実施する

かを記述する。この記述は短期目標(ShorトTerm

Objective)とともに記述される。それぞれの年間目

標には,どのように,どこで,そしていつそれぞれの

細かく決められたサポート方法が実施されるかという

短期目標や教育方法の明確な記述がなければならな

い。年間目標を達成しやすくするために必要となるい

かなる配慮,補助人材や道具,あるいはサポート技法

は詳細に定義づけされ, IEPの書類にリストアップさ

れなければならない。また,どのように児童・生徒の

進歩を観察し,測定するのかを明確にと説明しなけれ

ばならない。さらにそれぞれの短期目標について,逮

成までどれほど期間がかかるのか,その予測される期

間を記入しなければならない。

年間目標は,一年間で獲得できると予測されるもの

でなければならない.短期目標は,年間目標を獲得す

るために要求されるスキルであり,短期間で獲得でき

ると予測されるものでなくてはならない。

4. IEPチームメンバー

IEPのチーム構成員は,児童・生徒の保護者,特殊

教育スタッフ,学級担任,特殊教育補助教員,状況に

応じて外部施設(病院やリハビリテーションセンター

等)の職員である。チーム構成員それぞれはIEP作

成のための盛要な役割を果たす。

教育プログラムの計画は,時に児童・生徒にとって

非現実的で,重荷になってしまう可能性がある。現実

的な年間目標設定のためにCDE (2001)が推奨する

方法は,コロラド州で定められている通常教育向けの

標準年間目標をlEPの中にいくつか設定することで

ある。これにより,IEPチームは年間目標がインクルー

ジョンの流れに沿うもの,つまり特殊教育のみの目標

ではなく,通常教育の目標を含むことを確認できる。

もし児童・生徒のIEPが彼らのすべてのニーズに合

致し,目標達成のための理にかなったスキル獲得に焦

点が定まっている場合,障害のある児壷・生徒はたと

え彼らのニーズが挑戦的なものであるとしても,目標

を達成することができると考えられる。

5.考慮すべき特殊要因

さらに, IEPチームは特殊要因(Special Factor)

について考慮しなければならない。どのような形で児

童・生徒を支援するかについては,通常学級における

カリキュラムへの参加やクラブ活動への参加,そして

障害のある他の児童・生徒たち,障害のない児童・生

徒たちと合同で学習したり学校行事に参加したりする

ことなど,あらゆる状況が考えられるが,いかなる状

況の中でその児童・生徒を支援することが最適である

かについても同時に考えなければならない。これらの

情報を基にIEPチームは児童・生徒のIEPを作成す

るIEPには学校がその児童・生徒に与えるサービス

やサポートが含まれる。もし, IEPチームが,児童・

生徒に特定の補助機署各やサービス(治療,調整,支援

を含む)が必要であると決定した場合, IEPチームは

IEPの書類の中にその情報を記載しなければならない。

児童・生徒の問題行動がその児童・生徒自身の学習

や他児童・生徒の学習の障壁となっている場合には,

IEPチームはその問題行動に対処するための方策を考

慮しなければならない.チームは,どのようにしてそ

の問題行動をうまく制御するかについて検討するため

に必要となる,行動改善のための治療や指導,サポー

ト方法について話し合う。

限られた英語能力を持つ,英語以外の言語を母国語

とする児童・生徒の場合, IEPチームはその児童・生

徒の英語学習の必要性をIEPに関連づけたニーズと

して考慮しなければならない。

児童・生徒が盲または弱視の場合,適切な評価の結

莱,その児童・生徒には必要がないと認められた場合

以外は, IEPチームはプレイユ点字の指導やプレイユ

点字による学習指導を実施しなければならない.

児童・生徒にコミュニケーションに関する特別な

ニーズがある場合, IEPチームはそれらのニーズを指

導内容の一部として考慮しなければならない。例えば

その児童・生徒が嬰または難聴の場合, IEPチームは

彼らにどのようなコミュニケーション手段が適切なの

か,保護者・本人のニーズを第-に考慮しなければな

らない。これは,親子間のコミュニケーションのみな

らず,児童・生徒が友人や教育スタッフと直接コミュ

ニケーションする機会を保障するためのコミュニケー

ション手段も併せて考慮する必要があるIEPチーム

はコミュニケーションニーズをもつ児童・生徒に対し

て常にAAC等,援助機器の必要性についても考慮し

ておかねばならない。

VI.おわリに

1.アメリカ合衆国における特殊教育の優れている点

本稿では,アメリカ合衆国コロラド州における特殊

教育制度の概要を,その根幹となる法律や特殊教育の

分野に関係する能力障害(Disability)の判定,そし
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て個別指導計画の概要とその作成過程を紹介した。ア

メリカ合衆国における特殊教育制度の優れている点は

以下の通りである。

1 )長期にわたる無償で適切なサポート体制

障害のある児童・生徒はlEPにより, 3歳から最

長21歳までの長期にわたり無償で適切な個別のニーズ

に応じた教育を受けることができ,また, 0-2歳の

障害のある乳幼児の保護者はIFSPにより,専門家か

らの子育てや地域サービス等に関する適切なアドバイ

スを受けることができる。一方,日本の特殊教育では,

基本的に,障害のある児童が義務教育開始年齢に到達

する前の段階については,まだ整備が必要な面がみら

れる。また,義務教育終了後,特に知的な面に障害の

ある生徒が引き続き公教育の恩恵を受けることが困難

な場合がある。

2)様々な異なる職種の専門家で構成される特殊教

育スタッフ

近年,日本の特殊教育諸学校の一部において理学療

法士や作業煩法士によるサポートや,小学校における

臨床心理士によるサポートが実施され始めているが,

これら専門家の明確な設置基準が定まっておらず,彼

らの多くが非常勤である等の問題がある。また,日本

の特殊教育に携わる教員の採用制度は明確でなく,良

近では特殊教育諸学校に関しては盲,望または養護学

校教員免許を受けた者を採用する傾向にあるが,小学

校・中学校の特殊学級や通級指導教室を担当する教員

の採用に関しては,これら特殊教育教員免許の有無が

必ずしも問われない場合がある。一方,アメリカ合衆

国の特殊教育スタッフは特殊教育教員をはじめ,言語

療法士,学校心理士,臨床心理士,ソーシャルワーカー,

理学療法士,作業療法士,看護師等,様々な職種の専

門家で構成されている。コロラド州で特殊教育に携わ

るためには,スタッフはその専門分野の国家資格や協

会即各等の免許所持に加え, CDEより発行された当

該専門分野の教育職員免許状を所持する必要がある。

また,看護師以外のスタッフは当該専門分野の修士課

程を修了していることも採用条件である。

3) IEPが「生きた」プログラムであること

IEPの年間目標,短期目標は定期的に更新される。

基本的には年に一度更新されるが,児童・生徒の進歩

の皮合いにより,または保護者の要求により, -年以

内に更新することも可能である。この点については日

本においても個別教育計画が作成されるようになり,

IEPのように年間目標や短期目標の設定,その日標を

達成するための個々の教育的ニーズに応じた教育計画

が作成されているIEPで注目される点は, 3年に一

皮の全評価・再判定の実施である。評価や検査の結果

はそれを実施した時点における児童・生徒の能力を反

映するものであり,その能力は適切な指導により向上

する。つまり,定期的に評価・判定を更新することは,

児童・生徒の現状や進歩を把握するためには不可欠な

プロセスである。

4)保護者や本人の意向を大切にすること

保護者や本人(基本的に14歳以上)ち, IEPチーム

の大切な一員である。保護者または本人の承諾サイン

なしにはIEPは開始されない。特殊教育スタッフは

それぞれの専門分野については詳しいが,児童・生徒

のことを最も理解しているのは保護者である。その保

護者の意向を最も大切にし,保護者や本人が充分に納

得した上でIEPを開始することは,アメリカ合衆国

における特殊教育の最も優れている点の一つであると

いえよう。

5)インテグレーション,インクルージョンの実践

EAHCAやIDEAの目標の一つは,できるだけ制限

のない環境の中で,障害のある児童・生徒のニーズに

対応した無償で適切な公教育を提供することである。

これは世界的な流れであるインテグレーションやイン

クルージョンを実践することにつながる0

2.今後の課題

このように,アメリカ合衆国の特殊教育は優れてい

る点が多く見受けられるが,一方では以下のような課

題もある。

1)器冥・授能障害(Impairment)のみの児童・生

徒への対応

IDEAは,児童・生徒の教育パフォーマンスに影響

のある能力障害(Disability)に対する適切なサポー

トを,学校が無倍で実施することを要求している。し

かし,例えば器質・機能障害である難聴のみがあり,

学習面やコミュニケーション面には困難を示さない児

童・生徒には,日本のように特殊教育のサポートは施

されない。このような児童・生徒の場合, Section

504により,学校内で通卯こそして充分に機能できる

よう,そのために必要となる機器等の給付または貸与

が保障されているo　しかし,これら補助機器の購入資

金はその児童・生徒が所屈する学校の予算より捻出し

なければならず,特殊教育や州,連邦政府からの資金

援助は-切ない。そのため,教室内にループを設置す

る, AACを購入する等,多額の購入資金が必要とな

る場合は,それが児童・生徒に最善の方法であるとい
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う認識はありながらも,実現が不可能な場合が少なく

sara

また,例えば脳性麻樺がある児童・生徒の場合,特

殊教育カテゴリーに入る何らかの能力障害を併せ有す

る場合には,作業療法士や理学療法士による無償の治

按や支援を受けることができるが,脳性麻痔のみがあ

る場合には,学校において作業療法士や理学療法士の

治療や支援を受けることができないという矛盾が生じ

ている。これは,制度上　作業療法士,理学療法士,

看護師は特殊教育教員や言語療法士のような特殊教育

の主要なプロバイダーではなく,関連プロバイダーと

して位置づけられているためである。関連プロバイダー

は単独で特殊教育を施すことができない。つまり児

重・生徒が特殊教育教員または言語療法士による指導

を受けており,なおかつ微細運動能力(Fine Motor

Skill)や粗大運動能力(Gross Motor Skill),健康面

に著しい困難を示している場合に限り関連プロバイダー

は彼らに対して治療やサポートを実施することができ

る.今後,教育法における器質機能障害(Impairment)

をサポートする体制の確立が求められる。

2)スローラーナー(SlowLearner)への対応

アメリカ合衆国教育制度の中で,現在最も大きな課

題となっているものの一つが,スローラーナ-への対

応である。スローラーナ-とは基本的にIQ71-84の

児童・生徒のことを指す。多くのスローラーナ-は学

業不振を併せ有するが,ほとんどの場合,特殊教育判

定の際にLDと判定されることはない。コロラド州に

おけるLDの判定基準は,コロラドLD判定回帰式に

よる知的能力と学力の有意差の算出,プロセス障害の

証拠,そしてそのプロセス障害が学力に影響を与えて

いる事実の証明の全てが必要である。ところがほとん

どのスローラーナ-は知的能力と学力には有意差がな

く,プロセス障害を持たない。また,知的障害と判定

することも不可能である。知的障害の判定基準は

IQ70以下であり, IQ71 -84の児童・生徒はその基準

を満たさない。当然,特殊学級に入級できなくても,

通常学級における調整や配慮は実施されているが,そ

れらがスローラーナ一に対して顕著な教育効果をあげ

るに至っていないのが実状である。このように,常に

通常学級の中で学業不振を示し,勉弓釦こフラストレー

ションを抱えながらも,充分なサポートを受けていな

い児童・生徒は全体の約2割にものぼるとも言われて

いるが,有効な対策は実施されていない　2004年度に

実施される予定の連邦政府LD評価・判定基準の改正

がどのようなものなのか,その全貌は現在のところ明

らかにはされていない。 LD判定回帰式にとらわれな

い,新たな判定基準が制定されるという声もあり,今

後スローラーナ-や学業不振児に対して何らかの対策

が講じられる可能性もある。

3)英語を第二言語とする障害児童・生徒への対応

アメリカ合衆国には多くの移民が居住している。筆

者が勤務していたコロラド州アダムス郡は,人口の多

くが移民で占められており,約35の異なる第一言語を

有する市民が住んでいる地域である。当然学校には英

語を第二言語とする児童・生徒が多く在籍するが,こ

のような児童・生徒の障害評価・判定および指導には

困難を極めることがある　CDEは,英語を第二言語

とする児童・生徒の評価・判定ガイドラインを発行し

ているものの,数的評価を行うための評価・検査用具

が充実しておらず,障害判定を実施する場合,ほとん

ど質的評価に頼らなければならない。特に言語の評価

は困難で,言語療法士は保護者へのインタビューによ

り生育歴を調べたり,通訳や英語教員(ESL Teacher)

に協力を仰いで障害有無の評価・判定を実施したりす

るが,言語障害(Language Disability)か,言語相

逮(Language Difference)か,判断に苦しむことが

少なくない。今後,更なる評価・検査用具の充実や,

言語療法士の立場を,学校心理士やソーシャルワー

カーのように,特殊教育に入級している児童・生徒の

だけでなく,必要に応じて英語教員と協力しながら,

通常学級に在籍する英語を第二言語とする児童・生徒

の指導やサポートが実施できるものにする等,抜本的

改革が必要であると考えられる。
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